
≪鳴門市農業委員会 12月総会 議事録≫
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開催場所 うずしお会館2階 第2会議室
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議案第1号′農業経営基盤強化促進法に基づく農用地床ij用集積計画について膿嚇水茜調

所有権移転

利用権設定

議案第2号 農地法第3条第1項の規定による許可申請について

議案第3号 農地法第5条の規定による許可申請について

議案第4号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について

①農地法第5条第1項第6号の規定による届出について

②農地法第18条第6項の規定による通知について (残存小作地の合意解約)

③農地であることの証明願について

1件

213件

3件

. 4件

1件

3件

1件

1件



事務局長 定刻がまいりましたので、ただ今から令和2年 12月の農業委員会を開会いたします。

開会にあたりまして大西副会長よりご挨拶をお願いします。

大西副会長   <挨 拶>

事務局長 ありがとうございました。

それではまず、事務局より委員定数のご報告をいたします。

委員定数20名の内、出席委員 18名、欠席委員2名であり、過半数に達しております。

よつて、鳴門市農業委員会会議頗唄:瞬:6条の規定によりまして、この総会が成立しているこ

とをご報告いたします。

それでヤよ この後の進行につきましてlよ :大西副会1長様よりお願いいたします。

大西副会長 議事に入ります前に、本日の議事録署名人を選任します。

本日の議事録署名人ヤよ 16番 藤江委員、 17番 藤本委員にお願いいたします。

それではこれより議案に基づき、議事を進行してまいります。

まず、『議案第 1号』器 基盤強化促進法に基づく農用地斥:I用集積計画についての審議

に入ります。

この案件について、所管の農林水産課からの説明をお願いします。

農林水産課係長 まず、議案書の差し替えについて先にご説明させていただきます。

「農協別 0期間別・利用権設定の状況」の表はお手元にごさヽ まヽすか。

申請人の方から変更したいと何件か申し出がありましたので、差し替えをさせていただいて

おります。着色部分が変更点になりますので議案書の差し替えをお願いいたします。

<1.農業経営基盤強化促進法に基づく農用地床ll用集積計画について >
所有権移転   1件  について説明

利用権設定  213件  について説明

大西副会長 ただいまの説明について、ご質問・ご意見等あればお願いします。

ご質問0ご意見等は無いようでごさヽ まヽすので、採決いたします。

『議案第1号』について、ただいまの説明のとおり承認することにご異議ごされヽませんか。

委員一同    <異 議なし>

それでヤよ 『議案第1号』につきましては原案どおり承認といたします。

次に『議案第2号』農地法第3条第1項の規定による許可申請についての審議に入ります。

まず、事務局より申請内容の説明を求めます。

大西副会長



事務局係長

大西副会長

廣瀬委員

大西副会長

委員一同 <異議なし>

大西副会長

竹村委員

大西副会長

委員一同 <異議なし>

<2.農地法第 3条第 1項の規定による許可申請について >
・申請番号 1～ 3について申請内容説明

次に地元委員さんよりご意見をお願いします。

まず、申請番号 1番の案件について地元委員さんご意見お願いいたします。

15番。東馬詰・市場担当。申請地は諏訪神社の南側に位置しており、数年前まで近隣神社

の方が使用貸借して耕作しておりましたが、1遠縁になり耕作をしなくなり荒れ放題になってお

りました。

譲受人は現在、里浦町、北灘町で約9000」を耕作しており、申請地については、現在休

耕地となつております力ヽ 今後農地として整備し、デコポンを栽培する計画です。

適切に農地を利用するとの意思も確認できており、周辺の農地への影響もありませんので、

この申請につき、許可しても問題無いと考えます.

ただいま、地元委員さんからの、ご意見をいただきました。

申請番号 1番について、採決いたします。

許可することにご異議ございませんか。

申請番号 1番についてヤよ 原案どおり許可といたします。

次に、申請番号2番の案件について、地元委員さんからのご意見をお願いします。

8番b譲受人は大麻町で蓮根を栽培する農家です。

申請地についてヤよ 以前から譲受人が借り受けて蓮根を栽培しておりました力ヽ この度贈与

の話がまとまったため、今回の申請となりました。取得後も、同様に蓮根を作付けする計画と

なっております。

適切に農地を利用するとの意思も確認できており、周辺の農地への影響もありませんので、

この申請につき

「

許可しても問題無いと考えます。

ただいま、1地元委員さんからの、ご意見をいただきました。

申請番号 2番について、採決いたします。

許可することにご異議ございませんか。

申請番号2番について、原案どおり許可といたします。

次に、申請番号3番の案件について、地元委員さんからのご意見をお願いします。

大西副会長



′Nll委員

大西副会長

委員一同 <異議なし>

大西副会長

事務局係長

大西副会長

藤本委員

大西副会長

5番。譲受人は瀬戸町で水稲と梨を栽培している農家です。

申請地についてヤよ 現在休耕地となっております力ヽ 今後農地として整備し、水稲を栽培す

る計画です。

適切に農地を利用するとの意思も確認できており、周辺の農地への影響もありませんので、

この申請につき、許可しても問題無いと考えます。

ただいま、地元委員さんからのご意見をいただきました。

申請番号 3番について採決いたします。

許可することにご異議ごさいませんか。

申請番号3:番についてヤよ 原案どおり許可といたします。

以上で『議案第2号』についてヤよ 全てご審議いただきました。

次に『議案第3号』・農地法第5条の規定による許可申請についての審議に入ります。

まず、事務局より申請内容の説明を求めます。

<3.農地法第 5条の規定による許可申請について 4件>
・申請番号 1～ 4について申請内容説明

次に、地元委員さんよりご意見をお願いします。

申請番号1番の案件について、地元委員さんご意見お願いいたします。

17番。申請地ヤよ 矢倉市営団地の東にある農地です。

借人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地につき賃

貸借契約が纏まつたため、今回の申請となりました。

計画では、整地の後に砕石を敷設し、施設周囲に噛畔及びフェンスを設置して被害防除を図

ります。雨水については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考えま

丸

ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。

次に事務局より農地法等の法令の観点からの説明を求めます。

申請地ヤよ 矢倉市営団地の東約 130mに位置する農地であり、周囲を墓地及び宅地により

分断された 10ha未満の広がりない農地であり、第2種農地に該当します。

借人ヤよ 鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した日射量を見込め

る申請地につき賃貸借契約が纏まったため、今回の申請となりました。

事務局係長



事業計画では、太陽光発電パネルを228設置、49.5kwの発電出力が見込まれており

ます。

本設備は令和2年 8月 に10kw以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、四国

電力株式会社との電力受給契約については令和2年 2月 になされております。

事業計画でヤよ 整地を行った後砕石を敷設し、施設周囲に畦畔及びフェンスを設置するこ

とにより被害防除を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画で

す。資金計画も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であること

などから、事業計画については適当と認められます。

それではお諮りいたします。

申請番号 1番の案件について、承認することにご異議ございませんか。

大西副会長

委員一同   <異 議なし>

大西副会長

井上委員

大西副会長

事務局係長

申請番号 1番については原案通り承認することといたしま'す。

次に、申請番号2番及び3番の案件について、地元委員さんよりご意見をお願いします。

3番。申請地ヤよ 大麻比古神社の南東にある農地です。

借人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地につき賃

貸借契約が纏まったため、今回の申請となりました。●●●については太陽光発電設備事業用

車両の進入路として利用します。

計画でlよ 整地の後に防草シートを敷設し、既存の土壁及びフェンスの新設により被害防除

を図ります。雨水については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考

えます。

ただいま地元委員さんからのご意見いただきました。

次に、事務局より農地法の法令の観点からの説明を求めます。

申請地は、大麻比古神社から南東へ約380mに位置しており、宅地と山林に囲まれた10

ha未満の広がりがない農地であり第2種農地に該当します。

申請地については、昭和45年 4月 22日付農地法第5条農地転用許可を受けていました

が、所有権移転及び農地転用を行っていない状況でした。そのため今回改めて5条許可の申請

を行うこととなりました。

計画では、1太陽光発電パネルを190枚設置、49.5kwの発電出力が見込まれておりま

丸

本設備は令和2年 1月 に10kW以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、四国

電力株式会社との電力受給契約も令和2年 5月 になされております。



事業計画では、 整地を行った後防草シートを敷設し、既存の土壁及びフェンスの新設によ

り被害防除を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。

資金計画も妥当であり、他に適当な土地もなく、周辺農地等への影響も軽微であることなど

から、事業計画については適当と認められます。

それではお諮りいたします。

申請番号2番及び3番の案件について、承認することにご異議ございませんか。

大西副会長

委員一同    <異 議なし>

大西副会長

事務局係長

大西副会長

事務局係長

申請番号2番及び3番については原案通り承認することといたします。

次に、申請番号4番の案件について、地元委員さんよりご意見をお願いします。

本日、谷日会長がお休みされておりますので、事務局が意見を代読させていただきます。

申請地はJR池谷駅から東にある農地です。

借人は貸人の息子夫婦であり、現在は板野郡藍住町の借家に住んでいます力ヽ 借家が手狭に

なってきたため、住宅の建設を計画したところ、実家に隣接している申請地が住宅敷地として

適地であると判断し、今回の許可申請となりました。

造成について}よ 盛土を行い、周囲にはコンクリート擁壁を新設して土砂・雨水の流出を防

ぎ、隣接する農地への被害防除を図ります。

排水については浄化槽から集水枡を経由し、既設水路に放流する計画となっており、地元水

禾:胤1合の同意も得ているため、許可しても問題ないと考えます。

ただいま地元委員さんからのご意見をいただきました。

次に、事務局より農地法等の法令の観点からの説明を求めます。

申請地はJR池谷駅から東へ 1501nに位置しており、 10ha以上の広がりがある農地で

す力ヽ 市街地化が見込まれる地区と判断できることから第 2種農地に該当します。

借人は貸人の息子夫婦であり、現在は板野郡藍住町の借家に住んでいますカミ 借家が手狭に

なってきたため専用住宅の建設を計画したところ、実家に隣接している申請地が住宅敷地とし

て適地であると判断したため、今回の許可申請となりました。

造成についてlよ 盛土を行い、周囲にはコンクリート擁壁を新設して土砂・雨水の流出を防

ぎ、隣接する農地への被害防除を図ります。

排水については浄化槽から新設の集水枡を経由し、申請地南側に存在する既設水路に放流す

る計画となっており、地元沐休ij糸且合の同意も得ております。

また県の建築申請においても、今回の農地法許可申請と平行して適切に許可申請手続きが進

められております。



他に適当な土地もなく、周囲への影響も軽微であることなどがら事業計画については適当と

認められます|.

それではお諮りいたします。

申請番号4番の案件について、承認することにご異議ございませんか。

大西副会長

委員二同   <異 議なし>

大西副会長

事務局係長

大西副会長

稲木委員

大西副会長

委員一同   <異 議なし>

大西副会長

申請番号4:番については原案通り承認することといたします。

以上で、『議案第3号』については全てご審議いただきました。

次に、『議案第4号』相続税の納税猶予に関する適格者証明に入ります。

申請番号 1番の案件について事務局より説明を求めます。

<4。 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 1件>
・申請番号 1について申請内容説明

次に、地元委員さんよりご意見をお願いします。

申請番号 1番の案件について、地元委員さんお願いします。

2番。本申請についてlよ 申請地が複数地区にまたがっているため、私から一括して説明させ

ていただきます。

申請者は里浦町で甘藷、大根を生産する農家です。

申請地には 甘藷、大根が作付けされており、今後も農業経営を続けていく意思も確認できて

いることから、今回の申請につき許可しても問題無いと考えます。

ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。

申請番号 1番について、採決いたします。

許可することにご異議ございませんか。

無いようでございますので、申請番号 1番については原案どおり承認することといたします。

以上で、『議案第4号』についてはご審議いただきました。

次に、『議案第5号』報告事項に入ります。

報告事項についてヤよ 事務局よリー括して説明を求めます。



事務局係長

大西副会長

閉会 14時 33分

令和 2年 12月 15日

<5.報告事項  5件>
C農地法第5条第1項第6号の規定による届出について

②農地法第18条第6項の規定による通知について (残存小作地の合意解約)

C農地であることの証明願について

会   長   谷 口 清 美

議事録署名者  藤 江 厚 子

議事録署名者  藤 本 詳 治

3件

1件

1件

ただ今、事務局より説明のありました報告事項について、ご質問等ございませんか。

無いようでございますので、『議案第5号』報告事項については、原案どおり承認すること

といたします。

以上で、本日の議案については全てご審議いただきました。その他、何かごさヽ まヽす力ヽ

それでヤよ これをもちまして令和2年 12月の総会を終了いたします。

ありがとうごさヽ まヽした。


